
（改 正 後） （改 正 前） 
 

- 1 - 
 

 

成年後見支援貯金に関する特約 
１．（特約の適用範囲） 

  家庭裁判所らの指示書（以下、「指示書」といいます。）の交付を受けた者とし、かつ１口座に限定

します。 

 

２～７．（省略） 

 

 

８．（手数料） 

  この貯金口座の開設に係る費用（定期金交付目的で振替サービス「振込」または定時自動送金を利

用する場合を含みます。）として、「指示書」記載の交付金額とは別に、当組合所定の取扱手数料およ

び振込手数料を、振込みの都度、この貯金口座から引落しするものとします。 

 

９～１０．（省略） 

 

１２．（特約の変更） 

（１） この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づ

いて変更するものとします。 

（２） 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当

の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以上 

 

（令和３年６月１日現在） 

成年後見支援貯金に関する特約 

１．（特約の適用範囲） 

  家庭裁判所からの指示書（以下、「指示書」という。）の交付を受けた者とし、かつ１口座に限定し

ます。 

 

２～７．（省略） 

 

（追加） 

８．（手数料） 

  この貯金口座について、定期金交付目的で振替サービス「振込」または定時自動送金を利用する場

合（追加）、「指示書」記載の交付金額とは別に、当組合所定の取扱手数料および振込手数料を、振込

みの都度、この貯金口座から引落しするものとします。 

 

９～１０．（省略） 

 

１２．（特約の変更） 

（１） この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の特約に基づ

いて変更するものとします。 

（２） 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当

の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以上 

（令和２年４月１日現在） 

（改正理由） 

手数料設定及びその他所要の改正。 

       （実施日） 

        この規定は、令和３年６月１日から実施する。 


